
第

百

八

十

七

号

令

和

三

年

三

月

十

九

日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
岐
阜
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す

る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

秘

書

課)

一
三
八
ペ
ー
ジ

○
過
疎
地
域
に
お
け
る
岐
阜
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

税

務

課)

一
三
八

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
す
る
岐
阜
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一
三
九

○
岐
阜
県
乗
鞍
環
境
保
全
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一
三
九

○
岐
阜
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
事
業
税
及
び
不
動
産
取
得
税

の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(
同

)

一
三
九

○
岐
阜
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に

関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

職
員
厚
生
課)

一
三
九

○
岐
阜
県
職
員
被
服
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)
一
四
一

○
岐
阜
県
リ
サ
イ
ク
ル
認
定
製
品
の
認
定
及
び
利
用
の
推
進
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

廃
棄
物
対
策
課)

一
四
三

○
岐
阜
県
博
物
館
入
館
料
等
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

文
化
伝
承
課)

一
四
三

○
岐
阜
県
高
山
陣
屋
入
場
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

(

同

)

一
四
三

○
岐
阜
県
美
術
館
観
覧
料
等
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一
四
三

○
岐
阜
県
現
代
陶
芸
美
術
館
観
覧
料
等
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

(

同

)

一
四
四

○
岐
阜
県
図
書
館
使
用
料
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一
四
四

○
岐
阜
県
美
術
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一
四
四

○
岐
阜
県
現
代
陶
芸
美
術
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一
四
五

○
岐
阜
県
博
物
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一
四
五

○
岐
阜
県
福
祉
・
農
業
会
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

健
康
福
祉
政
策
課)

一
四
五

○
岐
阜
県
死
体
解
剖
保
存
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

医
療
整
備
課)

一
四
六

○
岐
阜
県
柔
道
整
復
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一
四
六

○
岐
阜
県
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関

す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一
四
六

○
岐
阜
県
医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一
四
七

○
岐
阜
県
歯
科
技
工
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一
四
七

○
岐
阜
県
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

保
健
医
療
課)

一
四
八

○
岐
阜
県
化
製
場
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

(

生
活
衛
生
課)

一
四
九

○
岐
阜
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

(

同

)

一
五
〇

○
岐
阜
県
福
祉
友
愛
プ
ー
ル
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

障
害
福
祉
課)

一
五
〇

○
岐
阜
県
福
祉
友
愛
ア
リ
ー
ナ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
(

同

)

一
五
一

○
情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

(

産
業
技
術
課)

一
五
一

○
岐
阜
か
か
み
が
は
ら
航
空
宇
宙
博
物
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

(

航
空
宇
宙
産
業
課)

一
五
一

○
岐
阜
県
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

砂

防

課)

一
五
二
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翌
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日



規

則

○
岐
阜
県
砂
防
指
定
地
の
管
理
及
び
砂
防
設
備
占
用
料
等
の
徴
収
に
関

す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一
五
二

○
岐
阜
県
都
市
緑
地
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

都
市
政
策
課)

一
五
二

○
岐
阜
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

都
市
公
園
課)

一
五
二

告

示

○
岐
阜
県
表
彰
規
程
の
一
部
改
正

(

秘

書

課)

一
五
三

○
岐
阜
県
恩
給
及
退
隠
料
給
与
手
続
の
一
部
改
正

(

職
員
厚
生
課)

一
五
三

訓

令

甲

○
岐
阜
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

法
務
・
情
報
公
開
課)

一
五
五

○
岐
阜
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

職
員
厚
生
課)

一
五
五

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
岐
阜
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
二
号

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
岐
阜
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
岐
阜
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
七
年

岐
阜
県
規
則
第
百
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
中｢

認
印
す
る
と
と
も
に
、｣

を
削
る
。

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
四
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢平

成
｣

及
び｢印

｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

過
疎
地
域
に
お
け
る
岐
阜
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
三
号

過
疎
地
域
に
お
け
る
岐
阜
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

過
疎
地
域
に
お
け
る
岐
阜
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

昭
和
四
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第

百
三
十
四
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中｢�

｣
を
削
る
。

附

則
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こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
す
る
岐
阜
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
四
号

特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
す
る
岐
阜
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
す
る
岐
阜
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
三
年
岐
阜

県
規
則
第
百
三
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、
同
様
式
備
考
第
二
号
中｢

｢前
年
｣

を｢､
｢前
年
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
乗
鞍
環
境
保
全
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
五
号

岐
阜
県
乗
鞍
環
境
保
全
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
乗
鞍
環
境
保
全
税
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
一
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
四
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢�

｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
事
業
税
及
び
不
動
産
取
得
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
六
号

岐
阜
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
事
業
税
及
び
不
動
産
取
得
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
事
業
税
及
び
不
動
産
取
得
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則(

平
成
二
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
二
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
七
号

岐
阜
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

昭
和

四
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
第
二
項
中｢

記
名
押
印｣

を｢

記
名｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

つ
ど｣

を｢

都
度｣

に
、｢

す
み
や
か
に｣

を｢

速
や
か
に｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、
同
様
式
注
意
事
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

[注
意
事
項
]

令和３年３月19日 岐 阜 県 公 報 第 187 号( 139 )



｢５
療
養
を
受
け
よ
う
と
す
る
指
定
医
療
機
関
等
｣
の
欄
に
は
､
請
求
者
が
療
養
を
受
け
よ

う
と
す
る
指
定
医
療
機
関
等
の
住
所
及
び
名
称
を
記
載
し
､
現
在
療
養
を
受
け
て
い
る
指
定
医
療

機
関
等
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
､
新
旧
の
指
定
医
療
機
関
等
の
住
所
及
び
名
称
を
記
載
す

る
こ
と
｡

別
記
第
三
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、｢支

払
い
請
求
)
｣

を｢支
払
請
求
)
｣

に
、｢支

払
い
を
｣

を｢支
払
を
｣

に
、｢支

払
い
請
求
者
｣

を｢支
払
請
求
者
｣

に
改
め
、
同
様
式
注
意
事
項
中
第
一
号

を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
同
様
式
注
意
事
項
第
三
号
中｢記

載
し
｣

を｢記
入
し
｣

に
改
め
、

同
号
を
同
様
式
注
意
事
項
第
二
号
と
し
、
同
様
式
注
意
事
項
中
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第

四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
同
様
式
注
意
事
項
第
七
号
中｢か

え
て
｣

を｢代
え
て
｣

に
改

め
、
同
号
を
同
様
式
注
意
事
項
第
六
号
と
す
る
。

別
記
第
三
号
様
式
の
二
中｢�

｣

及
び｢

印□
｣

を
削
り
、
同
様
式
注
意
事
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第

二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
様
式
注
意
事
項
第
四
号
中｢と
き
に
｣

を｢場
合

に
｣

に
、｢場

合
に
は
｣

を｢と
き
は
｣

に
改
め
、
同
号
を
同
様
式
注
意
事
項
第
三
号
と
し
、
同
様
式

注
意
事
項
中
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
す
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、
同
様
式
注
意
事
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と

し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
様
式
注
意
事
項
第
四
号
中｢と
き
に
｣

を｢場
合
に
｣

に
、｢場

合

に
は
｣

を｢と
き
は
｣

に
改
め
、
同
号
を
同
様
式
注
意
事
項
第
三
号
と
し
、
同
様
式
注
意
事
項
中
第
五

号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
す
る
。

別
記
第
四
号
様
式
の
二
中｢�

｣

を
削
り
、
同
様
式
注
意
事
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一

号
と
し
、
同
様
式
注
意
事
項
第
三
号
中｢と

き
は
｣

を｢と
き
は
､
｣

に
改
め
、
同
号
を
同
様
式
注
意

事
項
第
二
号
と
し
、
同
様
式
注
意
事
項
中
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、
同
様
式
注
意
事
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と

し
、
同
様
式
注
意
事
項
第
三
号
中｢と
き
は
｣

を｢と
き
は
､
｣

に
改
め
、
同
号
を
同
様
式
注
意
事
項

第
二
号
と
し
、
同
様
式
注
意
事
項
中
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
同
様
式
注
意
事
項
第
五
号
中｢と

き
は
｣

を｢と
き
は
､
｣

に
、｢と
き
に
｣

を｢場
合
に
｣

に
、｢場

合
に
は
｣

を｢と
き
は
｣

に
改
め
、
同
号

を
同
様
式
注
意
事
項
第
四
号
と
し
、
同
様
式
注
意
事
項
中
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
同
様
式
注
意
事
項

第
七
号
中｢､

そ
の
他
｣

を｢そ
の
他
｣

に
改
め
、
同
号
を
同
様
式
注
意
事
項
第
六
号
と
す
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、
同
様
式
注
意
事
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と

し
、
同
様
式
注
意
事
項
第
三
号
中｢と

き
は
｣

を｢と
き
は
､
｣

に
改
め
、
同
号
を
同
様
式
注
意
事
項

第
二
号
と
し
、
同
様
式
注
意
事
項
中
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

別
記
第
六
号
様
式
の
二
中｢�

｣

を
削
り
、
同
様
式
注
意
事
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一

号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
様
式
注
意
事
項
第
四
号
中｢行

っ
た
｣

を｢行
つ
た
｣

に
改
め
、

同
号
を
同
様
式
注
意
事
項
第
三
号
と
し
、
同
様
式
注
意
事
項
第
五
号�
中｢あ

っ
て
は
｣

を｢あ
つ
て

は
｣

に
改
め
、
同
号
を
同
様
式
注
意
事
項
第
四
号
と
す
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、
同
様
式
注
意
事
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と

し
、
同
様
式
注
意
事
項
第
三
号
中｢と

き
は
｣

を｢と
き
は
､
｣

に
、｢と

き
､
｣

を｢場
合
に
､
｣

に
、｢受

け
て
い
る
場
合
に
は
｣

を｢受
け
て
い
る
と
き
は
｣

に
改
め
、
同
号
を
同
様
式
注
意
事
項
第

二
号
と
し
、
同
様
式
注
意
事
項
中
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
同
様
式
注
意
事

項
第
六
号�
中｢わ

か
ら
な
い
と
き
は
｣

を｢分
か
ら
な
い
と
き
は
､
｣

に
改
め
、
同
号
を
同
様
式
注

意
事
項
第
五
号
と
す
る
。

別
記
第
七
号
様
式
の
二
中｢�

｣

を
削
り
、
同
様
式
注
意
事
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一

号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
同
様
式
注
意
事
項
第
五
号
中｢写

｣

を

｢写
し
｣

に
改
め
、
同
号
を
同
様
式
注
意
事
項
第
四
号
と
す
る
。

別
記
第
七
号
様
式
の
三
中｢�

｣

を
削
り
、
同
様
式
注
意
事
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一

号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、
同
様
式
中

｢注
１

｢請
求
者
の
氏
名
｣
の
欄
は
､
記
名
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
､
自
筆
に
よ
る
署
名

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

２
請
求
者
は
､
※
印
の
欄
に
は
記
入
し
な
い
こ
と
｡

｣

を

｢
[注
意
事
項
]

請
求
者
は
､
※
印
の
欄
に
は
記
入
し
な
い
こ
と
｡

｣

に

改
め
る
。

別
記
第
九
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、
同
様
式
注
意
事
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と

し
、
同
様
式
注
意
事
項
第
三
号
中｢す

べ
て
｣

を｢全
て
｣

に
改
め
、
同
号
を
同
様
式
注
意
事
項
第
二

号
と
し
、
同
様
式
注
意
事
項
第
四
号
中｢行

な
わ
れ
｣

を｢行
わ
れ
｣

に
改
め
、
同
号
を
同
様
式
注
意

事
項
第
三
号
と
し
、
同
様
式
注
意
事
項
第
五
号
中｢行

な
わ
れ
｣

を｢行
わ
れ
｣

に
改
め
、
同
号�
中

｢､
そ
の
他
職
員
｣

を｢そ
の
他
職
員
｣

に
改
め
、
同
号�
中｢わ

か
ら
な
い
と
き
は
｣

を｢分
か
ら

な
い
と
き
は
､
｣

に
改
め
、
同
号
を
同
様
式
注
意
事
項
第
四
号
と
し
、
同
様
式
注
意
事
項
中
第
六
号
を

第
五
号
と
す
る
。

別
記
第
十
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、
同
様
式
注
意
事
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と

し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、
同
様
式
注
意
事
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
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防
寒
服

予
防
衣

予
防
衣

登
山
靴

長
靴

長
靴

一
着

一
着

一
着

一
足
一
足

一
足

三
年

一
年

一
年

二
年
三
年

三
年

軽
油
分
析
調
査
に
従
事

す
る
職
員
に
限
る
。

軽
油
分
析
調
査
に
従
事

す
る
職
員
に
限
る
。

と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
様
式
注
意
事
項
第
四
号
中｢あ

わ
せ
て
､
｣

を｢併
せ
て
｣

に
改

め
、
同
号�
中｢行

な
う
｣

を｢行
う
｣

に
改
め
、
同
号
を
同
様
式
注
意
事
項
第
三
号
と
す
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、
同
様
式
注
意
事
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号

と
し
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、
同
様
式
注
意
事
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号

と
し
、
同
様
式
注
意
事
項
第
三
号
中｢あ

わ
せ
て
｣

を｢併
せ
て
｣

に
改
め
、
同
号
を
同
様
式
注
意
事

項
第
二
号
と
す
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
中｢�

｣
を
削
り
、
同
様
式
注
意
事
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号

と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
の
二
中｢�

｣
を
削
り
、
同
様
式
注
意
事
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第

一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。

別
記
第
十
六
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、
同
様
式
注
意
事
項
中
第
一
号
を
削
り
、
同
様
式
注
意
事
項

第
二
号
中｢と

き
｣

を｢場
合
｣

に
、｢場

合
に
は
｣

を｢と
き
は
｣

に
改
め
、
同
号
を
同
様
式
注
意

事
項
第
一
号
と
し
、
同
様
式
注
意
事
項
中
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
職
員
被
服
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
八
号

岐
阜
県
職
員
被
服
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
被
服
貸
与
規
則(

昭
和
四
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中｢

別
記
第
一
号
様
式｣

を｢

別
記
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま

で
を
削
る
。

第
七
条
の
見
出
し
中｢

届
け
出｣

を｢

届
出｣

に
改
め
、
同
条
中｢

す
み
や
か
に｣

を｢

速
や
か
に
、｣

に
改
め
る
。

別
表
十
一
の
項
第
一
号
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
表
二
十
八
の
項
第
二
号
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
二
号
様
式
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
リ
サ
イ
ク
ル
認
定
製
品
の
認
定
及
び
利
用
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
九
号

岐
阜
県
リ
サ
イ
ク
ル
認
定
製
品
の
認
定
及
び
利
用
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
リ
サ
イ
ク
ル
認
定
製
品
の
認
定
及
び
利
用
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
九
年

岐
阜
県
規
則
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、｢あ

た
っ
て
｣

を｢当
た
っ
て
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
か
ら
別
記
第
五
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢�
｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
博
物
館
入
館
料
等
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
号

岐
阜
県
博
物
館
入
館
料
等
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
博
物
館
入
館
料
等
規
則(

昭
和
五
十
一
年
岐
阜
県
規
則
第
五
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
ア
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
､
図
柄
等
は
､
博
物
館
長
が
定
め
る
｡

別
記
第
三
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
高
山
陣
屋
入
場
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
一
号

岐
阜
県
高
山
陣
屋
入
場
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
高
山
陣
屋
入
場
料
徴
収
条
例
施
行
規
則(

昭
和
五
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
五
十
五
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
ア
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
､
図
柄
等
は
､
岐
阜
県
高
山
陣
屋
管
理
事
務
所
長
が
定
め
る
｡

別
記
第
三
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
美
術
館
観
覧
料
等
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
二
号

岐
阜
県
美
術
館
観
覧
料
等
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
美
術
館
観
覧
料
等
徴
収
規
則(

昭
和
五
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
百
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
備
考
及
び
別
記
第
二
号
様
式
備
考
中｢及

び
表
面
の
図
柄
は
､
美
術
館
長
｣

を｢､
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保
護
者
同
意
欄

免
除
を
受
け
よ
う

使
用
料
の
額

貸
出

氏
名

ふ
り
が
な免
除
を
受
け
よ
う
と

す
る
使
用
料
の
額

貸
出
し

保
護
者
印

取
扱
者
印

取
扱
者

図
柄
等
は
､
岐
阜
県
美
術
館
長
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
備
考
を
削
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、
同
様
式
備
考
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
現
代
陶
芸
美
術
館
観
覧
料
等
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
号

岐
阜
県
現
代
陶
芸
美
術
館
観
覧
料
等
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
現
代
陶
芸
美
術
館
観
覧
料
等
徴
収
規
則(

平
成
十
四
年
岐
阜
県
規
則
第
百
十
三
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
備
考
及
び
別
記
第
二
号
様
式
備
考
中｢及
び
表
面
の
図
柄
｣

を｢､
図
柄
等
｣

に

改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
備
考
を
削
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、
同
様
式
備
考
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
図
書
館
使
用
料
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
四
号

岐
阜
県
図
書
館
使
用
料
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
図
書
館
使
用
料
徴
収
規
則(

平
成
二
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
八
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中

｢申
請
者
が
18歳

未
満
の
場
合
は
､
保
護
者
の
同
意
が
必
要
で
す
｡
申
請
の
際
保
護
者
の
方

が
自
署
し
､
及
び
押
印
し
て
く
だ
さ
い
｡

を
削

｣

る
。別

記
第
四
号
様
式
中

｢
｢を

に
改
め
、
同
様
式
備
考
を
削
る
。

｣
｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
美
術
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
五
号

岐
阜
県
美
術
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
美
術
館
管
理
規
則(

令
和
元
年
岐
阜
県
規
則
第
八
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

記
第
六
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

｢
｢

｢
｢

別
記
第
七
号
様
式
中

を

に
、

を

｣
｣

｣
｣
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貸
出

貸
出
し

取
扱
者
印

取
扱
者

取
扱
者
印取
扱
者
印

取
扱
者

職
氏
名
印

取
扱

者
印

取
扱
者

取
扱
者 取
扱

者

取
扱
者

職
氏
名

に
改
め
る
。

別
記
第
九
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
現
代
陶
芸
美
術
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
六
号

岐
阜
県
現
代
陶
芸
美
術
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
現
代
陶
芸
美
術
館
管
理
規
則(

令
和
元
年
岐
阜
県
規
則
第
九
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

｢
｢

｢
｢

別
記
第
四
号
様
式
中

を

に
、

を

｣
｣

｣
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
博
物
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
七
号

岐
阜
県
博
物
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
博
物
館
管
理
規
則(

令
和
元
年
岐
阜
県
規
則
第
九
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

記
第
四
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

｢
｢

別
記
第
五
号
様
式
中

を

に
改
め
る
。

｣
｣

別
記
第
七
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

｢
｢

別
記
第
十
一
号
様
式
中

を

に
改
め
る
。

｣
｣

別
記
第
十
二
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

｢
｢

別
記
第
十
三
号
様
式
中

を

に
改
め
る
。

｣
｣

別
記
第
十
四
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

｢
｢

別
記
第
十
五
号
様
式
中

を

に
改
め
る
。

｣
｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
福
祉
・
農
業
会
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
八
号

岐
阜
県
福
祉
・
農
業
会
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
福
祉
・
農
業
会
館
管
理
規
則(

昭
和
五
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
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個人 個人

生
年
月
日

性
別

生
年
月
日 ｢

て べ す

｣

年
月

日

１
男

２
女

１
明
治
２
大
正
３
昭
和
４
平
成

｢

て 全

｣

年
月

日

保
護
者
印

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中

を

に
、

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、｢し

､
及
び
押
印
｣

を
削
り
、

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
死
体
解
剖
保
存
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
九
号

岐
阜
県
死
体
解
剖
保
存
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
死
体
解
剖
保
存
法
施
行
細
則(

昭
和
三
十
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中｢�

｣

を
削
る
。

別
記
様
式
第
二
号
中｢�

｣

を
削
り
、
同
様
式
注
中｢写

｣

を｢写
し
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
三
号
中｢�

｣

を
削
り
、｢第

９
条
た
だ
し
書
き
｣

を｢第
９
条
た
だ
し
書
｣

に
改
め

る
。別

記
様
式
第
四
号
中｢�

｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
柔
道
整
復
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
号

岐
阜
県
柔
道
整
復
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
柔
道
整
復
師
法
施
行
細
則(

昭
和
四
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
百
五
十
五
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中｢印

｣

を
削
り
、
同
様
式
注
意
事
項
第
五
号
中｢記

入
｣

を｢､
記
入
｣

に
改

め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中｢印

｣

を
削
り
、
同
様
式
注
意
事
項
第
五
号
中｢記

入
｣

を｢､
記
入
｣

に
改

め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中｢印

｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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令
和
三
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
一
号

岐
阜
県
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則(

昭
和
四

十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
百
五
十
六
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中｢印

｣

を
削
り
、
同
様
式
注
意
事
項
第
五
号
中｢記

入
｣

を｢､
記
入
｣

に
改

め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中｢印

｣

を
削
り
、
同
様
式
注
意
事
項
第
五
号
中｢記

入
｣

を｢､
記
入
｣

に
改

め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中｢印

｣

を
削
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中｢印

｣

を
削
り
、
同
様
式
注
意
事
項
第
四
号
中｢記
入
｣

を｢､
記
入
｣

に
改

め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中｢印

｣

を
削
り
、
同
様
式
注
意
事
項
第
四
号
中｢記

入
｣

を｢､
記
入
｣

に
改

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
二
号

岐
阜
県
医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
医
療
法
施
行
細
則(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
五
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
二
号
様
式
中｢印

｣

を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
の
二
中｢印

｣

を
削
り
、
同
様
式
添
付
書
類
第
四
号
中｢定

員
｣

を｢､
定
員
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
か
ら
別
記
第
五
号
様
式
の
三
ま
で
の
規
定
中｢印

｣

を
削
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中｢印

｣

を
削
り
、
同
様
式
添
付
書
類
第
六
号
中｢定

員
｣

を｢､
定
員
｣

に
改

め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
か
ら
別
記
第
二
十
七
号
様
式
ま
で
、
別
記
第
二
十
九
号
様
式
及
び
別
記
第
三
十
一

号
様
式
中｢印

｣

を
削
る
。

別
記
第
三
十
一
号
様
式
の
二
中

｢印
｣

を
削
り
、
同
様
式
添
付
書
類
第
一
号
中

｢寄
付
行
為
｣

を

｢寄
附
行
為
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
二
号
様
式
か
ら
別
記
第
三
十
二
号
様
式
の
四
ま
で
の
規
定
中｢印

｣

を
削
る
。

別
記
第
三
十
三
号
様
式
中｢印

｣

を
削
り
、
同
様
式
添
付
書
類
第
六
号
中｢第

６
号
｣

を｢第
６
号

ま
で
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
四
号
様
式
か
ら
別
記
第
四
十
四
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢印

｣

を
削
る
。

別
記
第
四
十
五
号
様
式
中｢平

成
｣

及
び｢印

｣

を
削
る
。

別
記
第
四
十
六
号
様
式
中｢平

成
｣

及
び｢印

｣

を
削
る
。

別
記
第
四
十
七
号
様
式
中｢印

｣

を
削
る
。

別
記
第
四
十
八
号
様
式
中｢理

事
長
氏
名

印
｣

を｢理
事
長
氏
名

｣

に
改
め
、
同

様
式
添
付
書
類
第
一
号
中｢､

就
任
承
諾
書
及
び
印
鑑
証
明
書
｣

を｢及
び
就
任
承
諾
書
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
歯
科
技
工
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
三
号

岐
阜
県
歯
科
技
工
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
歯
科
技
工
士
法
施
行
細
則(

平
成
二
十
四
年
岐
阜
県
規
則
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中｢印

｣

を
削
り
、
同
様
式
注
意
事
項
第
五
号
中｢記

入
｣

を｢､
記
入
｣

に
改
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担
当
者
氏
名

電
話
番
号
(

)
―

代
表
者

代
表
者

医
療
機
関
等
コ
ー
ド

医
療
機
関
等
コ
ー
ド

印
氏

名

氏
名

経
由
保
健
所

氏
名

氏
名

印 印

経
由
保
健
所

め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中｢印

｣

を
削
り
、
同
様
式
注
意
事
項
第
五
号
中｢記

入
｣

を｢､
記
入
｣

に
改

め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
及
び
別
記
第
四
号
様
式
中｢印

｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
四
号

岐
阜
県
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則(

平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第

九
十
四
号
の
五)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中｢印

(自
署
又
は
記
名
押
印
)
｣

を
削
り
、

｢

を
｣

｢

に
改
め
る
。

｣

別
記
第
二
号
様
式
表
面
中｢被

保
険
者
証
の
記
号
・
番
号
｣

を｢被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
｣

に
改

め
、｢印
(自
署
又
は
記
名
押
印
)
｣

を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中｢被

保
険
者
証
の
記
号
番
号
｣

を｢被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
｣

に
、

｢
｢を

｣
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中｢被

保
険
者
証
の
記
号
・
番
号
｣

を｢被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
｣

に
改
め
、

｢印
(自
署
又
は
記
名
押
印
)
｣

を
削
る
。

別
記
第
五
号
様
式(

備
考
を
除
く
。)

中｢印
｣

を
削
り
、
同
様
式
備
考
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二

号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。

｢

別
記
第
六
号
様
式
中

を

｣

｢

に
改
め
、
同
様
式
備
考
中

｣

第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

｢

別
記
第
七
号
様
式
中

を

｣

｢

に
改
め
、
同
様
式
備
考
中

｣

第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

別
記
第
八
号
様
式(

備
考
を
除
く
。)

中｢印
｣

を
削
り
、
同
様
式
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考

｢指
定
医
の
区
分
｣
は
､
１
又
は
２
の
い
ず
れ
か
を
囲
ん
で
く
だ
さ
い
｡

別
記
第
九
号
様
式
中｢印

(自
署
又
は
記
名
押
印
)
｣

を
削
る
。

別
記
第
十
号
様
式
中｢印

｣

を
削
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
中

｢氏
名
又
は
名
称

｢氏
名
又
は
名
称

(法
人
に
あ
っ
て
は
､

印

を

(法
人
に
あ
っ
て
は
､

に
改
め
る
。

名
称
及
び
代
表
者
職
氏
名
)

｣
名
称
及
び
代
表
者
職
氏
名
)
｣

別
記
第
十
二
号
様
式
か
ら
別
記
第
十
四
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢印

｣

を
削
る
。

附

則
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こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
化
製
場
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
五
号

岐
阜
県
化
製
場
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
化
製
場
法
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
五
十
五
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢

別
記
第
一
号
様
式
中

岐
阜
県
知
事
様

住
所
(法
人
に
あ
つ
て
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在

氏
名
(法
人
に
あ
つ
て
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の

地
)

氏
名
及
び
印
)
｣

を ｢岐
阜
県
知
事
(保
健
所
長
)
様

住
所
(法
人
に
あ
つ
て
は
､
主
た
る

氏
名
(法
人
に
あ
つ
て
は
､
名
称
及

連
絡
先

事
務
所
の
所
在
地
)

び
代
表
者
の
氏
名
)

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
及
び
別
記
第
三
号
様
式
中 ｢岐

阜
県
知
事
様

住
所
(法
人
に

氏
名
(法
人
に

あ
つ
て
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
)

あ
つ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)
｣

を ｢岐
阜
県
知
事
(保
健
所
長
)
様

住
所
(法
人

氏
名
(法
人

連
絡
先

に
あ
つ
て
は
､
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
)

に
あ
つ
て
は
､
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)

｣

別
記
第
四
号
様
式
中 ｢岐

阜
県
知
事
様

住
所
(法
人
に
あ
つ
て
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在

氏
名
(法
人
に
あ
つ
て
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の

地
)

氏
名
及
び
印
)
｣

を ｢岐
阜
県
知
事
(保
健
所
長
)
様

住
所
(法
人
に
あ
つ
て
は
､
主
た
る

氏
名
(法
人
に
あ
つ
て
は
､
名
称
及

連
絡
先

事
務
所
の
所
在
地
)

び
代
表
者
の
氏
名
)

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中 ｢岐

阜
県
知
事
様

住
所
(法
人
に
あ
つ
て
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在

氏
名
(法
人
に
あ
つ
て
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の

地
)

氏
名
及
び
印
)
｣

を ｢岐
阜
県

保
健
所
長
様

住
所
(法
人
に
あ
つ
て
は
､
主
た
る

氏
名
(法
人
に
あ
つ
て
は
､
名
称
及

連
絡
先

事
務
所
の
所
在
地
)

び
代
表
者
の
氏
名
)

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
及
び
別
記
第
八
号
様
式
中 ｢岐

阜
県
知
事
様

住
所
(法
人
に

氏
名
(法
人
に

あ
つ
て
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
)

あ
つ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
氏
名
)
｣

を ｢岐
阜
県

保
健
所
長
様

住
所
(法
人

氏
名
(法
人

連
絡
先
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年
月

日
第

号

年
月

日
第

に
あ
つ
て
は
､
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
)

に
あ
つ
て
は
､
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
九
号
様
式
中 ｢岐

阜
県
知
事
様

住
所
(法
人
に
あ
つ
て
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在

氏
名
(法
人
に
あ
つ
て
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の

地
)

氏
名
及
び
印
)
｣

を ｢岐
阜
県

保
健
所
長
様

住
所
(法
人
に
あ
つ
て
は
､
主
た
る

氏
名
(法
人
に
あ
つ
て
は
､
名
称
及

連
絡
先

事
務
所
の
所
在
地
)

び
代
表
者
の
氏
名
)

｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
化
製
場
等
に
関
す
る
法
律
施
行

細
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)
が
あ
る
場
合
に
お
い

て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
化
製
場
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
旧
用
紙
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

岐
阜
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
三
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
六
号

岐
阜
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
百
五
十
四

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢

別
記
第
二
号
様
式
中

法
人
に
あ
っ
て
は
､
そ
の
名
称

並
び
に
代
表
者
の
氏
名
及
び
印
｣

を｢
(法
人
に
あ
っ
て
は
､
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名
)
｣

に
、 ｢

｣

｢を

に
改
め
る
。

｣

｢

別
記
第
三
号
様
式
中

法
人
に
あ
っ
て
は
､
そ
の
名
称

並
び
に
代
表
者
の
氏
名
及
び
印
｣

を｢
(法
人
に
あ
っ
て
は
､
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名
)
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す

る
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る

場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施

行
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

岐
阜
県
福
祉
友
愛
プ
ー
ル
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
七
号

岐
阜
県
福
祉
友
愛
プ
ー
ル
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
福
祉
友
愛
プ
ー
ル
条
例
施
行
規
則(

平
成
二
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
五
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中｢印

｣

を
削
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中

｢
申
請
者
が
18歳
未
満
の
場
合
は
､
保
護
者
の
同
意
が
必
要
で
す
｡
申
請
の
際
保
護
者
の
方
が
自
署
し
､
及
び
押
印

し
て
く
だ
さ
い
｡
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保
護
者
同
意
欄

保
護
者
同
意
欄

氏
名

ふ
り
が
な

氏
名

ふ
り
が
な

保
護
者
印

保
護
者
印

｣

削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
別
記
第
六
号
様
式
及
び
別
記
第
八
号
様

式
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ

の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
別
記
第
六
号
様
式
及
び
別
記
第
八
号
様
式
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用

紙
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

岐
阜
県
福
祉
友
愛
ア
リ
ー
ナ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
八
号

岐
阜
県
福
祉
友
愛
ア
リ
ー
ナ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
福
祉
友
愛
ア
リ
ー
ナ
条
例
施
行
規
則(

平
成
三
十
年
岐
阜
県
規
則
第
六
十
六
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
六
号
様
式
及
び
別
記
第
七
号
様
式
中｢印

｣

を
削
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中｢代

表
者

印
｣

を｢代
表
者
名
｣

に
改
め
、

｢
申
請
者
が
18歳

未
満
の
場
合
は
､
保
護
者
の
同
意
が
必
要
で
す
｡
申
請
の
際
保
護
者
の
方
が
自
署
し
､
及
び
押
印

し
て
く
だ
さ
い
｡

を

｣

削
る
。

別
記
第
九
号
様
式
及
び
別
記
第
十
号
様
式
中｢印

｣

を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
別
記
第
六
号
様
式
か
ら
別
記
第
十
号
様

式
ま
で
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る

こ
と
を
妨
げ
な
い
。

情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
九
号

情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
十
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
七
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢印

｣

を｢
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
か
か
み
が
は
ら
航
空
宇
宙
博
物
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
六
十
号

岐
阜
か
か
み
が
は
ら
航
空
宇
宙
博
物
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
か
か
み
が
は
ら
航
空
宇
宙
博
物
館
条
例
施
行
規
則(

平
成
二
十
九
年
岐
阜
県
規
則
第
九
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中｢印

｣

を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中｢､

及
び
押
印
し
｣

を
削
り
、
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を



保
護
者
印

｢
｢を

｣
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
六
十
一
号

岐
阜
県
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

岐
阜
県
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則(
昭
和
四
十
五
年
岐
阜
県

規
則
第
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
二
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
砂
防
指
定
地
の
管
理
及
び
砂
防
設
備
占
用
料
等
の
徴
収
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
六
十
二
号

岐
阜
県
砂
防
指
定
地
の
管
理
及
び
砂
防
設
備
占
用
料
等
の
徴
収
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
砂
防
指
定
地
の
管
理
及
び
砂
防
設
備
占
用
料
等
の
徴
収
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
十

五
年
岐
阜
県
規
則
第
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中｢印

｣

を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中｢印

｣

を
削
り
、｢わ

か
る
｣

を｢分
か
る
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
及
び
別
記
第
十
号
様
式
中｢印

｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
都
市
緑
地
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
六
十
三
号

岐
阜
県
都
市
緑
地
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
都
市
緑
地
法
施
行
細
則(

昭
和
六
十
年
岐
阜
県
規
則
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
三
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、｢す

で
に
｣

を｢既
に
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
及
び
別
記
第
七
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
六
十
四
号
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保
護
者
同
意
欄

登
録
申
込
者
が
18歳
未
満
の
場
合
は
､
保
護
者
の
同
意
が
必
要
で
す
｡
新
規
申
込
み
の
際
､
保
護
者

の
方
が
自
署
・
押
印
し
て
く
だ
さ
い
｡

氏
名

フ
リ
ガ
ナ

保
護
者
印

岐
阜
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
百
三
十
五
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
五
号
様
式
の
二
ま
で
の
規
定
中｢�

｣

を
削
る
。

別
記
第
七
号
様
式
の
六
中｢印

｣

を
削
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

｢

別
記
第
八
号
様
式
の
三
中

｣

を
削
る
。

別
記
第
十
号
様
式
及
び
別
記
第
十
一
号
様
式
中｢�

｣
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
百
十
号

岐
阜
県
表
彰
規
程(

平
成
十
一
年
岐
阜
県
告
示
第
七
百
三
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
三
号
様
式
中｢

印□
｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
告
示
第
百
十
一
号

岐
阜
県
恩
給
及
退
隠
料
給
与
手
続(

昭
和
九
年
岐
阜
県
告
示
第
百
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

第
六
条
中｢

左
ノ
書
類
ヲ
添
ヘ｣

を
削
り
、
同
条
各
号
を
削
り
、
同
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

此
ノ
場
合
ニ
於
テ
恩
給
証
書
、
退
隠
料
証
書
又
ハ
裁
定
通
知
書
ヲ
毀
損
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
毀
損
シ
タ

ル
恩
給
証
書
、
退
隠
料
証
書
又
ハ
裁
定
通
知
書
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

第
一
号
様
式
か
ら
第
十
四
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢�

｣

を
削
る
。

第
十
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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受
領
者
印
交
付
者
印

受
領
者

交
付
者

印

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
三
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
公
印
規
程(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢
｢

別
記
第
三
号
様
式
中

を

に
改
め
る
。

｣
｣

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
四
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程(

昭
和
五
十
三
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

｢
｢

別
記
第
二
号
様
式
中

を

に
改
め
る
。

｣
｣

別
記
第
三
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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令
和
三
年
三
月
十
九
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


